
労務管理実務セミナーのご案内
～まだ間に合う！無期契約転換への対応準備セミナー～

　平成25年４月１日に施行された改正労働契約法により、有期労働契約が５年を超えて反復更新された
場合、有期契約労働者（パートタイマーやアルバイトなど）の申込みにより、期間の定めのない労働契
約（無期契約）に転換する必要があります。
　本セミナーでは、早ければ来年4月から発生する無期契約転換への対応のほか、時代に合った就業規
則の作成・見直しについて詳しく説明を行います。
　企業の人事・総務関係の方々にとっては必須の内容となっていますので、是非ご参加下さい。

【高岡会場】　平成29年 9月12日（火）午後1時30分～4時30分
 高岡エクール201号室（高岡市問屋町65）

【富山会場】　平成29年 9月13日（水）午後1時30分～4時30分
 富山流通会館中ホール（富山市問屋町1-3-18）

※両会場とも同じ内容となります。ご都合の良い会場にお越しください。

人事・総務担当者の方等

第1部「まだ間に合う！無期契約転換への具体的対応策」
第2部「時代に合った就業規則の作成、見直しのポイント」
蔵中　一浩　氏
横浜リンケージ社労士事務所代表・特定社会保険労務士

各会場60名（定員になり次第締め切ります。）

無　料

富山県中小企業団体中央会・富山県中小企業労務改善協議会

裏面の受講申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお申込みください。

◇両会場では、コーディネータが個別の相談に対応する出張相談会も併せて開設します。
　ご相談の内容に応じて、社会保険労務士等の専門家派遣（3回まで無料）も可能ですので、
こちらもご活用ください。
　　開設時間　9：00～17：00（相談時間　30分～1時間程度）

　出張相談会のお申込み、お問い合わせは、以下まで。
　　　富山県最低賃金総合相談支援センター　担当：杉本、野上
　　　（富山県中小企業団体中央会 内）TEL 0120-108-312
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お問合せ・お申込み




